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補
正
予
算
の
総
額
は
歳
入
歳
出

の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
21
億
４
２

８
９
万
８
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
２
億
７
４

９
４
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

○
歳
入
の
主
な
補
正
内
容

　

民
生
費
国
庫
負
担
金
の
障
害
者

自
立
支
援
給
付
費
負
担
金
５
億
６

８
１
１
万
４
千
円
の
増
、
お
よ
び

民
生
費
県
負
担
金
の
障
害
者
自
立

支
援
給
付
費
負
担
金
２
億
８
３
４

７
万
６
千
円
の
増
は
、
介
護
給
付

費
・
訓
練
等
給
付
費
給
付
事
業
の

増
額
に
対
し
、
交
付
さ
れ
る
も
の

で
す
。

　

民
生
費
国
庫
負
担
金
の
障
害
児

入
所
給
付
費
等
負
担
金
お
よ
び
障

害
児
入
所
医
療
費
等
負
担
金
１
億

６
０
５
０
万
３
千
円
の
増
、
お
よ

び
民
生
費
県
負
担
金
の
障
害
児
入

所
給
付
費
等
負
担
金
８
０
２
５
万

１
千
円
の
増
は
、
障
害
児
通
所
給

「
令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
５
号
）・（
第
６
号
）」
を
可
決

「
都
市
計
画
審
議
会
委
員
へ
の
宅
地
建
物
取
引
士
の
登
用
を
求
め
る
請
願
」、

「
学
校
の
体
育
館
を
有
効
活
用
し
、
猛
暑
か
ら
こ
ど
も
を
守
り
、

　
　
　
　
　
　

元
気
に
楽
し
く
過
ご
せ
る
場
所
を
求
め
る
請
願
」
を
採
択

令
和
７
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）
を
可
決

付
事
業
の
増
額
に
対
し
、
交
付
さ

れ
る
も
の
で
す
。

　

民
生
費
国
庫
負
担
金
の
子
ど
も

の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付

金
５
５
６
１
万
１
千
円
の
増
、
お

よ
び
民
生
費
県
負
担
金
の
子
ど
も

の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
交
付

金
６
０
５
万
６
千
円
の
増
は
、
保

育
所
運
営
委
託
事
業
、
お
よ
び
施

設
型
・
地
域
型
保
育
給
付
事
業
の

増
額
に
対
し
、
交
付
さ
れ
る
も
の

で
す
。

　

教
育
費
県
補
助
金
の
公
立
学
校

情
報
機
器
整
備
費
補
助
金
６
３
２

３
万
４
千
円
の
減
は
、
学
習
者
用

端
末
の
購
入
額
の
確
定
に
伴
い
、

補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

財
政
調
整
基
金
繰
入
金
７
億
７

２
２
３
万
９
千
円
の
増
は
、
今
回

の
補
正
予
算
に
お
け
る
収
支
を
調

整
す
る
た
め
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
負

担
金
返
還
金
１
億
２
０
９
５
万
６

千
円
の
増
は
、
令
和
６
年
度
負
担

金
の
精
算
に
伴
う
返
還
金
で
す
。

○
歳
出
の
主
な
補
正
内
容

　

防
災
事
務
１
０
４
２
万
円
の
増

は
、
防
災
行
政
無
線
屋
外
子
局
を

移
設
す
る
も
の
で
す
。

　

介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費

給
付
事
業
12
億
１
１
５
８
万
６
千

円
の
増
、
お
よ
び
障
害
児
通
所
給

付
事
業
３
億
２
１
４
０
万
８
千
円

の
増
は
、
利
用
者
お
よ
び
サ
ー
ビ

ス
量
の
増
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

心
身
障
害
者
通
所
支
援
施
設
整

備
事
業
１
９
１
２
万
８
千
円
の
増

は
、
旧
庄
和
保
健
セ
ン
タ
ー
旧
館

の
解
体
工
事
を
実
施
す
る
も
の
で

す
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出

金
１
億
５
２
１
７
万
７
千
円
の
増

は
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の

財
源
不
足
に
よ
る
繰
出
金
の
増
に

よ
る
も
の
で
す
。

　

こ
ど
も
医
療
費
支
給
事
業
５
３

０
６
万
３
千
円
の
増
は
、
支
給
件

数
の
増
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

保
育
所
運
営
委
託
事
業
８
４
０

０
万
７
千
円
の
増
、
施
設
型
・
地

域
型
保
育
給
付
事
業
１
２
１
７
万

２
千
円
の
増
、
お
よ
び
保
育
所
運

営
事
業
５
８
０
７
万
６
千
円
の
増

は
、
公
定
価
格
の
改
定
に
伴
う
委

託
料
お
よ
び
負
担
金
の
増
に
よ
る

も
の
で
す
。

　

生
活
保
護
事
業
２
億
９
０
２
３

万
４
千
円
の
増
は
、
令
和
６
年
度

生
活
保
護
費
国
庫･

県
負
担
金
の

精
算
に
伴
う
返
還
金
で
す
。

　

小
学
校
プ
ー
ル
整
備
事
業
１
０

１
５
万
３
千
円
の
増
は
、
内
牧
小

学
校
お
よ
び
緑
小
学
校
の
既
存
プ

ー
ル
の
解
体
工
事
設
計
を
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　

中
学
校
情
報
教
育
推
進
事
業
９

４
８
４
万
７
千
円
の
減
は
、
学
習

者
用
端
末
の
購
入
額
の
確
定
に
伴

い
、
補
正
す
る
も
の
で
す
。

○
そ
の
ほ
か
の
補
正
内
容

　

継
続
費
補
正
は
、
２
事
業
に
つ

い
て
、
複
数
年
で
の
継
続
事
業
を

実
施
す
る
も
の
で
す
。

　

繰
越
明
許
費
補
正
は
、
３
事
業

に
つ
い
て
、
年
度
内
の
執
行
が
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
繰
越
し
を

す
る
も
の
で
す
。

　

債
務
負
担
行
為
補
正
は
、
主
に
、

令
和
８
年
４
月
か
ら
の
予
算
執
行

に
向
け
て
、
令
和
７
年
度
中
に
契

約
を
行
う
必
要
が
あ
る
業
務
委
託

な
ど
に
つ
い
て
、
債
務
負
担
行
為

を
設
定
す
る
も
の
で
す
。

　

地
方
債
補
正
は
、
小
学
校
温
水

討
　
論

令
和
８
年
度
当
初
予
算
で
は
、

よ
り
精
度
が
高
く
、
信
頼
の
置

け
る
予
算
編
成
と
な
る
こ
と

を
期
待
し
賛
成
（
新
政
の
会
）

　

介
護
給
付
費
・
訓
練
等
給
付
費

給
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
約
12
億

円
の
増
額
補
正
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
当
初
予
算
に
対
し
て
23
％

増
と
い
う
大
幅
な
増
額
で
す
。
議

案
質
疑
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と

お
り
、
担
当
部
局
と
し
て
の
令
和

７
年
度
当
初
予
算
の
算
定
積
算
方

法
は
、
令
和
５
年
度
の
決
算
額
、

確
定
数
字
で
あ
る
２
年
前
の
数
字

を
基
に
積
算
し
た
と
の
こ
と
で
し

た
。
財
務
部
か
ら
の
予
算
成
立
後

に
、
想
定
を
超
え
る
状
況
が
生
じ

た
場
合
は
補
正
予
算
が
必
要
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
理
解
し

て
ほ
し
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
が
、
新
政
の
会
と
し
て
は
、
当

然
、
補
正
予
算
の
制
度
と
そ
の
意

味
、
ま
た
国
の
法
律
、
政
令
に
よ

り
事
務
処
理
が
生
じ
る
と
い
う
事

プ
ー
ル
整
備
事
業
、
外
１
事
業
を

追
加
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
心
身
障
害
者
通
所
支
援

施
設
整
備
事
業
、
外
１
事
業
に
つ

い
て
、
起
債
対
象
事
業
費
の
変
更

に
伴
い
、
限
度
額
を
変
更
す
る
も

の
で
す
。

　
　
　
【
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】
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業
の
性
格
も
理
解
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
当
初

予
算
の
積
算
方
法
で
す
。
財
務
部

長
の
答
弁
の
と
お
り
、
予
算
編
成

段
階
で
見
込
め
る
要
素
を
し
っ
か

り
と
勘
案
し
た
上
で
必
要
経
費
を

見
積
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
確
定
数
字
で
あ
る
２
年
前

の
決
算
額
を
基
に
積
算
す
る
方
法
、

慣
習
を
改
め
、
事
業
の
変
化
、
傾

向
を
し
っ
か
り
と
見
極
め
て
も
ら

い
た
い
で
す
。
答
弁
の
と
お
り
、

予
算
編
成
段
階
で
見
込
め
る
要
素

を
し
っ
か
り
と
勘
案
し
た
上
で
必

要
経
費
を
見
積
も
っ
て
、
令
和
８

年
度
の
予
算
編
成
に
取
り
込
み
、

令
和
８
年
度
中
に
補
正
予
算
を
計

上
す
る
事
態
と
な
っ
た
と
し
て
も
、

当
初
予
算
に
対
し
て
10
％
程
度
と

な
る
よ
う
な
積
算
方
法
を
担
当
部

局
と
財
務
部
の
真
剣
な
協
議
、
精

査
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

本
市
と
し
て
は
、
財
政
の
未
来

を
示
す
資
料
で
あ
る
中
期
財
政
計

画
や
中
期
財
政
見
通
し
の
作
成
に

つ
い
て
、
岩
谷
市
長
か
ら
も
繰
り

返
し
困
難
で
あ
る
と
答
弁
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
せ
め
て
単
年
度
の
予
算

編
成
に
お
い
て
は
、
よ
り
精
度
の

高
い
、
よ
り
信
頼
性
の
高
い
予
算

編
成
を
行
う
こ
と
が
健
全
な
財
政

運
営
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ま

す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
ぜ

ひ
、
令
和
８
年
度
の
当
初
予
算
に

お
い
て
は
、
予
算
編
成
段
階
で
見

込
め
る
要
素
を
し
っ
か
り
と
勘
案

し
た
上
で
の
必
要
経
費
を
見
積
も

っ
た
、
よ
り
精
度
の
高
い
、
よ
り

信
頼
の
置
け
る
当
初
予
算
と
な
る

こ
と
を
期
待
し
、
賛
成
し
ま
す
。

　

補
正
予
算
の
総
額
は
歳
入
歳
出

の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
６
億
２
４

８
６
万
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
８
億
９
９

８
１
万
２
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

○
歳
入
の
主
な
補
正
内
容

　

民
生
費
国
庫
補
助
金
の
子
育
て

応
援
手
当
事
業
費
補
助
金
６
億
１

１
６
４
万
円
の
増
、
お
よ
び
子
育

て
応
援
手
当
事
務
費
補
助
金
１
３

２
２
万
６
千
円
の
増
は
、
物
価
高

対
応
子
育
て
応
援
手
当
支
給
事
業
、

お
よ
び
職
員
人
件
費
に
対
し
、
交

付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

財
政
調
整
基
金
繰
入
金
３
３
７

９
万
８
千
円
の
減
は
、
今
回
の
補

正
予
算
に
お
け
る
収
支
を
調
整
す

る
た
め
補
正
す
る
も
の
で
す
。

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
損
害
賠
償

金
３
３
７
９
万
８
千
円
の
増
は
、

住
民
訴
訟
の
判
決
確
定
に
よ
る
損

害
賠
償
金
に
つ
い
て
補
正
す
る
も

令
和
７
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
を
可
決

の
で
す
。

○
歳
出
の
主
な
補
正
内
容

　

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

支
給
事
業
６
億
２
３
６
６
万
７
千

円
の
増
は
、
０
歳
か
ら
18
歳
ま
で

の
こ
ど
も
１
人
当
た
り
２
万
円
を

支
給
す
る
た
め
必
要
な
費
用
を
計

上
す
る
も
の
で
す
。

　
　
　
【
全
員
一
致
で
原
案
可
決
】

○
請
願
要
旨

　

春
日
部
市
の
公
的
審
議
会
で
あ

る
都
市
計
画
審
議
会
委
員
に
、
春

日
部
市
内
の
地
域
事
情
を
熟
知
し
、

不
動
産
取
引
等
に
精
通
し
て
い
る

公
益
社
団
法
人
埼
玉
県
宅
地
建
物

取
引
業
協
会
会
員
の
登
用
を
要
望

し
ま
す
。

○
請
願
者

　

公
益
社
団
法
人 

埼
玉
県
宅
地

建
物
取
引
業
協
会 
埼
葛
支
部

　
　
　
　

支
部
長　

三
城　

貴
広

　
　
　
　
　
【
全
員
一
致
で
採
択
】

都
市
計
画
審
議
会
委
員
へ
の

宅
地
建
物
取
引
士
の

登
用
を
求
め
る
請
願

○
請
願
要
旨

　

熱
中
症
ア
ラ
ー
ト
が
連
日
の
よ

う
に
続
く
夏
休
み
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
こ
ど
も
が
、
学
校
の
体

育
館
で
適
度
な
運
動
や
遊
び
が
楽

し
く
で
き
る
よ
う
学
校
側
と
協
力

し
て
進
め
て
く
だ
さ
い
。

○
請
願
者

　

新
日
本
婦
人
の
会
春
日
部
支
部

　
　
　
　

支
部
長　

角
田　

妙
子

　
　
　
　
　
【
全
員
一
致
で
採
択
】

学
校
の
体
育
館
を
有
効
活
用
し
、

猛
暑
か
ら
こ
ど
も
を
守
り
、

元
気
に
楽
し
く
過
ご
せ
る

場
所
を
求
め
る
請
願

討
　
論

利

用

時

間

拡

充

の

検

討

も

要

望

し

賛

成
（

日

本

共

産

党

）

　

気
候
温
暖
化
に
よ
り
毎
年
ひ
ど

く
な
る
酷
暑
と
い
う
状
況
の
中
、 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
こ
ど
も
た

ち
は
、
暑
く
て
外
で
は
遊
べ
ず
、 

た
だ
で
さ
え
狭
い
部
屋
の
中
で
思

い
切
り
体
を
動
か
し
て
遊
ぶ
こ
と

も
で
き
ず
、
静
か
に
過
ご
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
ス
ト
レ
ス

を
た
め
て
い
ま
す
。

　

本
市
の
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、

学
童
数
は
多
い
け
れ
ど
も
、
広
さ

は
十
分
で
は
な
く
、
室
内
で
静
か

に
過
ご
す
こ
と
も
多
い
と
聞
い
て

い
ま
す
。

　

こ
ど
も
た
ち
は
友
達
と
思
い
切

り
遊
ぶ
中
で
心
が
開
放
さ
れ
、
社

会
性
や
仲
間
へ
の
思
い
や
り
な
ど

を
学
ん
で
い
き
ま
す
。
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
に
通
う
こ
ど
も
た
ち
に

も
思
い
切
り
遊
ぶ
時
間
を
保
障
し

て
あ
げ
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

現
在
、
教
育
委
員
会
と
こ
ど
も

未
来
部
が
連
携
し
、
週
２
日
、
１

日
当
た
り
２
時
間
、
エ
ア
コ
ン
が

つ
い
た
体
育
館
で
遊
ん
で
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

令
和
８
年
度
に
は
、
全
て
の
学

校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン
が
つ
く
予

定
で
す
。
引
き
続
き
、
教
育
委
員

会
と
こ
ど
も
未
来
部
が
連
携
し
、

全
て
の
学
校
で
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
こ
ど
も
た
ち
が
学
校
体
育
館

で
体
を
思
い
切
り
使
っ
て
遊
び
、

心
も
体
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
楽

し
く
過
ご
す
時
間
が
つ
く
れ
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
猛
暑
は
毎
日
の
よ
う

に
続
い
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

週
２
日
２
時
間
と
言
わ
ず
、
時
間

の
拡
充
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
要
望
し
、
賛
成
し
ま
す
。

請

願
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 1 2 月 定 例 会 　 審 議 結 果
市長提出議案 （○：賛成　╳：反対）

議案番号
　　議　　案　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

新

政

の

会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

議案第113号
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子
ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例
の一部改正

(厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第114号
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正 (厚生福祉) 原案可決   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第115号
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正 (厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第116号
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正 （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第117号 保健センター条例の一部改正 （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第118号 下水道条例及び水道事業給水条例の一部改正 （建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第119号 消防団条例の一部改正 (総　　務) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第120号 病院事業の設置等に関する条例の一部改正 （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第121号 東埼玉消防指令業務共同運用協議会規約の変更 （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第122号 損害賠償の額を定める （建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第123号 令和７年度一般会計補正予算（第５号） (各委員会) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第124号 令和７年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号） (厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第125号 令和７年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） (厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第126号 令和７年度介護保険特別会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第127号 令和７年度市立看護専門学校特別会計補正予算（第２号）（厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第128号 令和７年度水道事業会計補正予算（第１号） (建　　設) 原案可決 ○ ○ ○ × ○ ○ ○

議案第129号 令和７年度病院事業会計補正予算（第２号） (厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第130号 令和７年度下水道事業会計補正予算（第２号） (建　　設) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第131号 監査委員の選任につき同意を求める［佐川　清　氏］ (付託省略) 同　　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第132号 公平委員会委員の選任につき同意を求める［向佐　光治　氏］ (付託省略) 同　　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第133号 教育委員会委員の任命につき同意を求める［小林　学　氏］ (付託省略) 同　　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第134号 令和７年度一般会計補正予算（第６号） (厚生福祉) 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮　問 （○：賛成　╳：反対）

諮問番号
　　諮　　問　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

新

政

の

会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

諮問第  2 号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求める
［大山　祐二　氏］ (付託省略）推薦に賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請　願 （○：賛成　╳：反対）

請願番号
　　請　　願　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果

新

政

の

会

次

世

代
　
　
　

 

か

す

か

べ
！

公

明

党

日
本
共
産
党

立
憲
民
主
党

日
本
維
新
の
会

無

所

属

請願第  7 号 都市計画審議会委員への宅地建物取引士の登用を求める請願（建　　設）採　　択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第  8 号
学校の体育館を有効活用し、猛暑からこどもを守り、元気
に楽しく過ごせる場所を求める請願 （厚生福祉）採　　択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


